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動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令の施行等について 
 
このことについて、平成 27 年 8 月 14 日付け 27 消安第 2642 号をもって、農林水

産省消費･安全局長から別添のとおり通知がありました。 
このたびの通知は、動物用医薬品登録販売者試験の廃止と同試験の人体用医薬品登

録販売者試験への一本化、店舗管理者等の実務・業務経験の要件の設定等の見直しを

内容とする「動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令（平成27年農林水産省令

第 68 号）」の公布及び施行とともに、関係通知について次の事項を改正した旨情報を

提供するものです。 
 
①「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務

に係る技術的助言について（平成12年 3月31日付け12 畜A 第728号農林水産

省畜産局長通知）」 
・特例販売品目の成分見直しに関連し、動物用医薬品メーカーに対して実施した特

例販売品目の有効成分として掲載を希望する成分に関する調査結果を踏まえ、 
別表第１「特例店舗販売業の取扱品目」の有効成分の見直し。  

・医薬品の販売業に係る許可申請書等の添付書類（麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤

の中毒者の有無に関する事項）についての簡素化（申請者が法人である場合、診

断書の代わりに疎明書で差し支えないこと）。 

 
②「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務



   

の取扱いについて（平成12年 3月31日付け12畜A第729号農林水産省畜産局

長通知）」  

・国が許可等を与える医薬品の製造販売業に係る許可申請書等の添付書類（麻薬、

大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者の有無に関する事項）についての簡素化（申請

者が法人である場合、診断書の代わりに疎明書で差し支えないこと）。  
 

つきましては、以上について、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 
なお、同省では、改正省令、改正省令の概要及び改正通知をホームページに掲載し

ているので、次のURLから参照ください。 

 
農林水産省ホームページ 

１「動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令（平成27年農林水産省令第

68号）」 
   http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/pdf/jyoubun.pdf 

 ２「動物用登録販売者制度等に係る改正省令の概要」 

    http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/pdf/tgaiyou.pdf 

 ３「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事

務に係る技術的助言について（平成12年3 月31日付12 畜A 第728号農林水

産省畜産局長通知）」 
    本文  http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/pdf/jyogen.pdf 

様式等 http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/pdf/youshiki.pdf 

 

 ４「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事

務の取扱いについて（平成12 年3月31日付12畜A第729号農林水産省畜

産局長通知）」  

    本文 http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/pdf/thonbun.pdf 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 駒田 

TEL  03－3475－1601 






























